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終了（予定）年度 ─ 年度

後期実施計画
の位置付け

施策 3 障害者等が自分らしく輝いて暮らせる地域社会の実現 無

令和元年度　事務事業総点検シート（１）

[ 平成３０年度事務事業 ]
一般会計 事務事業分類 B　法定義務経費事業

事務事業名 障害者扶養共済制度 シート番号 11-160

基礎点検

担当部署名 健康福祉 障害福祉 障害者支援 評価責任者（課長名） 増田

基
本
情
報

1
堺市マスタープランの政策体
系に基づく事業の位置付け

政策 1 暮らしの確かな安全・安心を確保します

事業開始年度 平成 18 年度

3 根拠法令等
（法令、条例、規則、要綱等）

堺市障害者扶養共済制度条例 、堺市障害者扶養共済制度条例施行規則

4 関連計画 第4次堺市障害者長期計画

市外郭団体

地域団体・市民 民間企業・ＮＰＯ その他 （　　　　　　　　　　　　　　）

7
事業の対象
（誰を、何を対象としている
のか）

①身体障害者手帳所持者数（1級～3級）を扶養する者
②療育手帳所持者を扶養する者
③精神又は身体に永続的な障害を有し、上記と同程度と認められる者を扶養する者

5 事業実施の経緯

平成18年政令指定都市移行に伴い、大阪府から事業移管された。
今後の経済情勢の変化、制度の収支状況等を踏まえ、定期的に制度の見直しが図られている。
平成20年４月１日に第４次制度改正（掛金の改定、弔慰金・脱退一時金の増、特別調整費（制度の安定的な運営
を図り、将来の年金給付を確実に行うための公費による財政支援）の延長）があり、市で定めている減免負担割
合について見直しを行った。

6
事業の実施主体
（誰が実施しているの
か。）

本庁 各区 出先機関 （　　　　　　　　　　　）

事業の目的
（どのような状況にしたい
のか）

障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、障害者の保護者が死亡又は身体に著しい障害を有することとなっ
た後の障害者に年金を支給するため、堺市障害者扶養共済制度を設け、障害者の生活の安定と福祉の増進に
資するとともに、障害者の将来に対し障害者の保護者の抱く不安の軽減を図ることを目的とする。

9

事業内容
（スケジュール、実施方
法・手段、事業ボリューム
など）

障害者を扶養し、一定額の掛金を納付した保護者が、万一死亡または重度の障害になった場合に残された障害
者に終身一定額の年金を支給するという任意加入の制度である。
年金額は１口加入の場合、月額２万円、２口加入の場合、月額４万円の年金額が支給される。本市が加入者に負
う責任を独立行政法人福祉医療機構（以下「機構」）が保険しており、機構は生命保険会社・信託銀行との間でそ
れぞれ生命保険契約・金銭信託業務を締結している。
平成３1年３月末日現在の加入者数は２４６人。年金受給者数は１０３人。

直接実施 指定管理 委託 補助金 負担金 その他 (     　　　　　　　　　　　 )

直接実施以外の主な支出先 独立行政法人　福祉医療機構　他

事
業
コ
ス
ト

11

項　　　目 単位 H28年度決算

事
業
概
要

H29年度決算 H30年度決算 R1年度予算

事業費  (a) 千円 64,733 67,340 72,511 88,231

一般財源 千円 14,592 13,982 14,039 16,550

8

主
な
事
業
費
内
訳

扶養共済保険料 千円 17,489 17,422

扶養共済特別調整費 千円 21,482 21,482 21,482 27,020

18,077 21,260

扶養共済交付金 千円 25,280 28,425 32,940 39,925

千円

財
源
内
訳

国・府支出金 千円 10,841 10,841 10,841 13,610

受益者負担金(使用料、手数料等）　 千円

その他（　加入者掛金　　　　　　　　　　　　　　） 千円 39,300 42,517 47,631

市債 千円

58,071

総コスト(ｃ)=(a)+(ｂ) 千円 67,193 69,800 74,971 90,661

人件費  （ｂ） 千円 2,460 2,460 2,460 2,430


